
～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

1) - (1) - ① - A 自治基本条例の制定 行政改革課 

市民参加を推進し、市民が知恵を 
出し合って創意工夫しながらまちづ 
くりを進めるための、基本ルールを 
定める。そして、「市民が主役の市 
民本位のまちづくり」を進めていく。 

一般公募による市民で構成する「自治基本条 
例をつくる会」を立ち上げ、地方自治の主体 
者である市民と行政・議会との関係や、ルー 
ルづくりの必要性について、自主的に協議し 
ている。 

「自治基本条例をつくる会」を中心に、活動内 
容を開示して常時市民の参加を呼びかけるな 
ど、市民の市政に対する関心や参加意欲を 
醸成する。そして、まちづくりを進めるにあ 
たっての基本的な考え方や原則を定め、市 
民が市政へ参加する権利を保障し、かつ、ま 
ちづくりにおける市民・行政・議会の役割を明 
確化する「自治基本条例（仮称）」を制定す 
る。 

着手 完了 

1) - (1) - ① - B 
市民意見公募（パブ 
リックコメント）の実施 

行政改革課 
関係各課 

市民サービスに直接影響を及ぼす 
基本的な行政事項について、その 
決定過程で広く市民の意見を聴取 
し、行政運営に反映させる。 

平成18年10月に市民意見公募（パブリックコ 
メント）制度実施要綱を作成し、広報紙とホー 
ムページを通じて広く市民意見公募を実施し 
ている。 
対象となる案件は、以下のとおりである。 
・市の基本構想及び施策の基本方針その他 
基本的な事項を定める計画等の策定・改定 
・市の基本的な制度を定める条例又は市民に 
義務を課し、若しくは権利を制限する内容を 
含む条例の制定・改廃 

現行の市民意見公募（パブリックコメント）制度 
を適正に実施するとともに内容を充実していく 
ことで、市民の市政への参加を促進する。ま 
た、市の政策形成過程における透明性、公正 
性の確保を図り、市民への説明責任を果たし 
て、市民と行政との協働のまちづくりを推進し 
ていく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

1) - (1) - ① - C 
提案型公共サービス 
民営化の実施 

行政改革課 
関係各課 

公共サービス改革法の主旨に基づ 
き、これまで行政が担ってきた公共 
サービスを質・価格の両面で優れた 
民間事業者に任せる。そして、行政 
のスリム化、効率化を実現する。 

介護保険制度の開始に伴う民間介護事業者 
への事業主体の移管や、公共施設の管理に 
おける指定管理者制度の導入を除き、原則と 
して公共サービスの民営化は行っていない。 
職員において実施できないものについては、 
従来から民間へ業務委託している。 

法的に行政が直接実施しなければならないも 
のや、個人情報保護の観点から民間事業者 
への移行が適当でないもの等を除き、本市が 
実施している事務、施策、事業を全てリスト化 
して公開する。そして、企業、ＮＰＯや市民活 
動団体などから民営化の提案を募集し、コスト 
とサービス内容を総合的に審査する。その結 
果、市が実施するよりサービスが向上しコスト 
が削減できるなど市民にとって有益と判断し 
たものについて、事業者からの提案に基づき 
民営化を進めていく。 

準備 実施 継続 継続 継続 継続 

1) - (1) - ① - D 
住民投票条例の制 
定、活用 

総務課 

地方自治の本旨に基づき、市政運 
営上の重要事項について、常に市 
民の意思を問うことのできる制度を 
設ける。 

平成18年7月1日から常設の住民投票条例を 
施行して、住民投票の請求又は発議が常時 
できる環境づくりをしている。 
対象となる案件は、市の行う事務のうち、市及 
び市民全体に重大な影響を及ぼすおそれが 
あり、市民に直接その意思を問う必要があると 
認められる事項である。 

現在の住民投票条例について市民に周知す 
ることにより、市民の意思を市政に的確に反 
映していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

アクションプラン（行動計画） 
1）分権型社会に対応した自治体のあり方　　（1）協働と参画による行財政運営　　①市民参画の推進とその方法 

整理番号 
取　　組　　年　　度 

項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 
整理番号 

取　　組　　年　　度 
項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 

1) - (1) - ① - E 
まちづくり市民会議の 
開催、充実 

広報広聴課 
関係各課 

まちづくりを進めるにあたっての課 
題について調査・検討を行い、市民 
の視点から意見を述べ提言を行う 
場として、まちづくり市民会議を開催 
する。 

市のまちづくりについて、広く市民の意見を 
取り入れるとともに、市民の市政参画を促進 
する制度として、平成17年5月10日に「まちづ 
くり市民会議要綱」を作成した。そして、市長 
が定める課題について、市民の中から公募に 
より委員を選考して、公開により調査・検討し 
提言を受けている。 

市政全般における各種課題について、必要 
に応じて「まちづくり市民会議」を開催すること 
で、行政主導ではない市民の意思による市民 
主体のまちづくりを推進していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

1) - (1) - ① - F 
提言箱、メール等によ 
る意見聴取 

広報広聴課 

不特定多数の市民の声に耳を傾 
け、その想いを行政に反映させるシ 
ステムとして、提言箱やメールを媒 
体にした意見聴取を行う。 

市内の公共施設25ヶ所に提言箱を設置して、 
行政について気付いたことや感じたことを気 
軽に提言できる環境づくりをしている。 
また、ホームページを利用してメールによる提 
言も常時受け付けている。 
いずれにおいても、原則として、氏名、連絡先 
等を記載してあるものについては回答してい 
る。 

市民の声に耳を傾け、市民の思いを尊重する 
「行政の耳」ともいえる機能を充実し、有効な 
意見や提言については、積極的に行政運営 
に取り入れていく。 
また、提言箱の設置箇所についても、公共施 
設だけではなく、市内の駅やショッピングセン 
ター、金融機関等にも拡大していく。そして、 
提言する機会を増やすことで、市政参画への 
意識醸成に努めていく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

1) - (1) - ② - A 
活動拠点としての市民 
活動支援センターの 
設置 

市民活動推進課 

市民の自主的な活動に対して一層 
の推進を図り、官民協働に基づく市 
政運営を進めることを目的に、様々 
な活動や情報交換の場となるような 
市民活動支援センターを設置する。 

市民の自主的な活動の場として、公民館の団 
体会議室を開放している。 
しかし、各団体の自立を促す活動拠点として 
の位置づけではなく、あくまでも会議や作業 
の場の提供という意味合いが強い。 

市民の自主的な活動を促進し、行政依存型 
からの自立と団体育成を目的として、市民活 
動支援センターの設置について検討する。 
まず、利用対象となる市民団体等に対し意向 
調査を実施して、ニーズを把握する。また、先 
進地の事例を検証して、管理運営体制や財 
政的支援等について内容を協議して行く。 
併せて、まちづくり市民会議「市民活動支援 
センター構想部会」を立ち上げ、施設の位置 
づけ、設置の必要性、管理運営方法等につ 
いて、市民の目線から協議していただく。 
その結果により、具体的な設置時期について 
決定する。 

準備 検討 

1) - (1) - ② - B 
ボランティア等自主的 
な市民活動の育成と 
活動支援 

市民活動推進課 

ボランティアやＮＰＯなど自主的な 
市民活動のノウハウと活力を、市民 
参画として行政運営に反映する。そ 
して、市民本位による身近な行政の 
確立と、財政運営の効率化を行う。 

本市には、市民による自主的なボランティア 
等を統括・集約し、需要と供給の調整をする 
機能や所管部署はない。 
ただし、福祉分野のみに限っては、社会福祉 
協議会がボランティアセンターを設置して、ボ 
ランティアコーディネーターが各団体の登録 
や利用者の把握に基づく調整を行っている。 
また、このセンターの運営協議会に、本市の 
関係各課が参加している。 

市民が自らの価値観や信念等に基づき、自ら 
の生活とコミュニティーへの貢献を目的に自 
発的に行う市民活動について、その育成と活 
動支援を行う。 
まず、「市民活動推進条例」或いは「市民活 
動推進基本方針」のような総合的・計画的な 
指針を整備する。 
そして、この指針に基づき、ボランティアやＮ 
ＰＯなどのサービス提供側と、行政や市民利 
用者などのサービス需要側の状況を把握し 
て、両者を調整するコーディネート部門を設 
置するとともに、活動を支援していくための財 
源調達として「市民活動支援基金（仮称）」を 
設置し、広く市民からの寄附協力を募ってい 
く。 

準備 実施 継続 継続 継続 継続 

取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度 

実施 

アクションプラン（行動計画） 
1) 分権型社会に対応した自治体のあり方　 (1)協働と参画による行財政運営　 ②ＮＰＯ等市民団体との協働 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

1) - (1) - ③ - A 
既存審議会の条例、 
規則等の見直し 

関係各課 
行政運営や政策決定に参画する審 
議会等の会議に、広く市民が参加 
できるようなシステムを構築する。 

各種審議会や委員会について、職員、行政 
関係者及び市が選任する識見者等のみで構 
成されているものがある。 
また、条例によらず単に要綱等により設置さ 
れた委員会もあり、予算支出においても「委 
員報酬」と「報償費」の取扱いが曖昧である。 

執行機関の附属機関である各種審議会や委 
員会について、委員の一般公募枠の設置を 
義務づけ、政策決定過程における市民参画 
を促進していく。 
また、単に要綱等により設置されている委員 
会等について根本から見直し、必要があれば 
条例・規則を整備するなど適正な事務処理を 
していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

1) - (1) - ④ - A 
シンポジウム、パネル 
ディスカッション等の開 
催 

広報広聴課 
行政改革課 
関係各課 

民間講師によるシンポジウムや市民 
パネラーによるパネルディスカッショ 
ンを通じ、市民の行政への理解度と 
参加意欲を高揚する。 

男女共同参画など特定なテーマについての 
シンポジウムや、生涯学習としての文化教養 
講座等を開催している。 
しかし、行政運営に係る一般的なテーマや本 
市に特化した地域的なテーマについて、シン 
ポジウムやパネルディスカッションを開催して 
はいない。 

行政運営について市民と行政が共に学び共 
通理解を促進する場と、共に議論し方向性を 
見出せる場を、必要に応じて提供していく。 
具体的には、市民の関心のある行政事項に 
ついて、行政からの情報提供と併せて、民間 
講師によるシンポジウムや市民パネラーによ 
るパネルディスカッション等を開催する。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

取　　組　　年　　度 

アクションプラン（行動計画） 
1) 分権型社会に対応した自治体のあり方　 (1) 協働と参画による行財政運営　 ③審議会等の見直し ④市民、職員の意識醸成促進 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

1) - (2) - ① - A 
広報紙、ホームページ 
の充実 

広報広聴課 
関係各課 

市広報紙とホームページを充実し、 
行政から市民への情報伝達機能を 
強化する。 

広報紙は広報広聴課の編集により月2回発行 
している。 
また、ホームページについては総括管理は広 
報広聴課で行い、内容やデータの更新は各 
課で常時行っている。 

市民の行政に対する意識が「無関心」から「関 
心の高まり」へと移行しつつある。したがって、 
広報紙について分かりやすさや親しみやすさ 
を確保しつつ、従来からの「お知らせ型広報」 
から「問題提起型広報」へ移行していく。併せ 
て、市民の視点から物事を捉え地域との密着 
を深める意味から、特派員制度や市民モニ 
ター制度の導入について検討していく。 
ホームページについては、頻繁に更新するこ 
とで新鮮な情報を市民に提供していく。また、 
各種行事の申込み、行政サービスの申請及 
び施設予約等が可能となるよう検討していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

1) - (2) - ① - B 
情報公開、個人情報 
保護制度の充実及び 
適正な取扱い 

総務課 
関係各課 

情報公開、個人情報保護制度を充 
実させるとともに、適正な取扱いを 
することで、市政に対する市民の信 
頼と理解を深め、市民の市政への 
参加を促進する。 

合併前の旧市町の条例を引き継ぐかたちで、 
情報公開条例及び個人情報保護条例を制定 
し、適正な事務処理と取扱いを実施してい 
る。 

市民の情報公開請求に対する迅速かつ適切 
な対応が、市政への関心を高めることに寄与 
することから、開示適否の決定を早める。 
また、個人情報保護に対する職員の意識をよ 
り一層向上させ、研修の実施やマニュアルの 
作成により適正な事務処理を徹底していく。 

一部 
実施 

準備 
電子化 

着手 
完了 継続 

1) - (2) - ① - C 
公共施設における市 
議会の完全中継 

議会事務局 
情報管理課 

市役所、総合事務所、支所及び公 
民館など公共施設のロビーにおい 
て、市議会を完全中継する。 

市議会一般質問の質疑応答状況について、 
平成14年12月議会から、庁内及び公共施設 
を網羅している光ケーブル専用回線により、 
市役所と公民館のロビー等にて中継してい 
る。 

政策の最終決定過程である市議会につい 
て、一般質問の質疑応答だけでなく、議案説 
明や討論、採決の状況も含めて完全中継す 
る。 
また、中継場所についても、各支所等年次的 
に拡大していく。 

準備 実施 継続 継続 継続 継続 

1) - (2) - ① - D 
自宅等における市議 
会視聴の実現 

議会事務局 
情報管理課 

市民が自宅や仕事場において、市 
議会の審議状況を視聴できる環境 
を整備する。 

本市の行政ＬＡＮシステムに接続されている 
端末ディスプレイにおいてのみ、視聴できる。 
現在、市民は市役所と公民館のロビーで視聴 
できる状況である。 

市民が自宅や仕事場などにおいて手軽に市 
議会を視聴できる環境づくりを目的に、市議 
会の審議状況を録画したＤＶＤを製作し、図 
書館や公民館等で無償貸出しする。併せて、 
希望者にはＤＶＤの実費価格にて販売する。 
また、映像をファイル化しインターネットによる 
24時間配信について、調査・研究し整備して 
いく。 

準備 実施 継続 継続 継続 継続 

取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度 

アクションプラン（行動計画） 
1) 分権型社会に対応した自治体のあり方　 (2) 説明責任の遂行と透明性の向上　 ①市民との情報共有化の推進 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状



1) - (2) - ① - E 審議会等会議の公開 関係各課 

行政運営や政策内容を協議する各 
種審議会や委員会等について、市 
民の傍聴を可能とし、会議録も公開 
する。そして、市民の市政への関心 
を高め、行政の透明性を確保する。 

市議会の本会議及び各委員会については一 
般傍聴可能である。また、本会議の会議録は 
ホームページにより常時公開しており、委員 
会の会議録は情報公開制度に基づいて開示 
している。 
一方、各種審議会やその他の委員会や協議 
会の会議については、非公開ではないが公 
開についての啓発をしていない。 

市議会関連会議のみならず、行政の方向性 
や政策を決定する各種審議会等の会議につ 
いて、市民の傍聴を積極的に啓発する。ま 
た、会議録を公開することで行政の透明性を 
高め、市民の市政への関心を高めていく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

1) - (2) - ① - F 
対話の日、市政説明 
会の開催 

広報広聴課 

市民に対し、新鮮でありのままの行 
政情報を分かりやすく提供する。併 
せて、直接対話により具体的な市民 
の想いを把握し、行政運営に反映さ 
せる。 

平成17年度から、隔週のペースで市内各所 
（概ね自治会単位）において市長による「対話 
の日」を開催している。市長を中心に円座に 
なって、行政運営全般のこと或いは地域に特 
化したことなどについて、対話形式により話し 
合っている。 
また、平成19年度は、市民サービスに影響の 
ある重要事項や広く市民にお知らせするべき 
ことについて、中学校区単位で市政説明会を 
開催している。 

市民が行政に関心をもち、行政を身近なもの 
と感じて、自分も何らかのかたちで参加してみ 
ようという気持ちになれるよう、現在の対話の 
日や市政説明会を継続し、市民の参加を呼 
びかけていく。 
特に、市政説明会については説明事項を拡 
大して、単に結果報告ではなく、行政の意思 
決定過程における市民への情報提供と意見 
聴取の場としての機能も付与していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

1) - (2) - ① - G 
出前講座の開催及び 
講座内容の充実 

広報広聴課 
関係各課 

様々な団体が情報を受ける場の提 
供として、職員が積極的に出向いて 
行政について説明する出前講座を 
実施する。 

本市の行政運営全般に係る13分野60項目以 
上について出前講座メニューを設定して公開 
し、市民からの随時の要請に応じて、関係職 
員が現地に出向いて説明している。 

出前講座のメニューをできる限り追加し、細部 
にわたる行政情報の提供に努める。更に対象 
団体に合った分かりやすい説明ができるよう 
職員研修を充実していく。 
また、講座メニューによっては公共として積極 
的に啓発すべき内容のものも多々あるので、 
呼ばれたら行くという「待ち」の姿勢だけでは 
なく、公民館の主催講座に盛り込むなど、積 
極的な情報提供に努め、行政と市民との距離 
感を縮めていく。 

実施 見直し 見直し 見直し 見直し 見直し



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

1) - (2) - ② - A 
財政計画・バランス 
シート・行政コスト計算 
書の作成公表 

財政課 

本市の実情に即した中長期的な財 
政計画を作成して公表する。更に 
は、企業会計手法による財務分析 
結果を公表することで、行政と市民 
が財政実情に対する認識を共有す 
る。 

財政計画については、合併前に合併法定協 
議会において作成され、新市建設計画と併せ 
て公表された。現在のところ、実情とは大幅な 
乖離を生じている状況である。合併以降、本 
市の現状に即した財政計画は、作成されてい 
ない。 
また、バランスシート及び行政コスト計算書に 
ついては、平成18年度に作成し公表してい 
る。 

本市の実情に即して中長期的な収支見通し 
を示した財政計画を作成し、その内容をわか 
りやすく公表する。そして、計画作成にあたり 
設定した行政改革内容（努力目標）につい 
て、市民の理解を得ながら着実に実行してい 
く。また、景気の動向、地方財政計画及び国・ 
県の制度改正等に伴う定期的な見直しを行 
い、より身近で現実的な財政計画であるよう 
配慮する。 
更に、企業会計の手法を用いたバランスシー 
トや行政コスト計算書等を作成することで、資 
産や負債といった自治体のストック情報と、性 
質別経費ごとのコスト情報を明らかにし、従来 
の財務手法とは違った視点から財政状況を 
分析する。そして、その内容を公表していく。 

実施 見直し 見直し 

1) - (2) - ② - B 
予算・決算状況等のわ 
かりやすい公表 

財政課 

予算・決算の状況及び財政運営の 
状況等をわかりやすく公表し、本市 
財政状況に対する市民の関心と理 
解を高揚させる。 

地方自治法の規定に基づき財政状況の公表 
に関する条例を定め、年に3回広報にて公表 
している。 
主に、毎年度4月には新年度予算の状況と財 
政運営方針を、7月には前年度4月から3月ま 
での予算執行状況を、11月には当該年度上 
半期の予算執行状況と前年度決算の状況を 
公表している。できるだけ解りやすい内容に 
なるよう、グラフを多用したり一般的な世帯の 
家計簿に例えるなど、工夫を凝らしている。 
しかしながら7月の公表について、公表時に 
は前年度決算が確定しているにもかかわら 
ず、出納閉鎖期間（4月～5月）の歳入歳出分 
が含まれていないため、誤解を招きやすいと 
いう点は否めない。 

従来にもまして、読みやすく解りやすい内容 
になるよう努めていく。 
また、誤解を招きやすい7月の公表について 
は、決算は確定しているが市議会による決算 
審議の前であるということに配慮しつつ、出納 
閉鎖期間の歳入歳出状況を読者（市民）が勘 
案できるような内容に変更する。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

1) - (2) - ② - C 
予算編成過程・事業 
進捗過程等の公表 

財政課 
関係各課 

予算編成の状況や事業進捗の状況 
等をできるだけ頻繁に公表すること 
で、開かれた行政を実現する。 

予算編成過程における状況は公表しておら 
ず、予算確定後に記者発表している。平成19 
年度当初予算については、確定後、広報紙 
に特集記事を掲載した。 
また、事業進捗過程については、当該年度に 
おける工期以外は公表していない。 

予算編成過程において節目に経過を公表す 
ることで、財源の状況や施策・事業の取捨選 
択の動向について、市民に新鮮な情報を提 
供する。それにより、市民の意見と協力が反 
映できる予算作りに努める。 
また、継続事業等における進捗状況について 
も、事業の再評価も含めて毎年度公表するこ 
とで、市民の理解と協力を仰いでいく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度 

アクションプラン（行動計画） 
1) 分権型社会に対応した自治体のあり方　 (2) 説明責任の遂行と透明性の向上　 ②様々な行財政情報の公開 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状



1) - (2) - ② - D 
総合的な定員管理計 
画の作成公表及び適 
正な定員管理の実施 

人事課 
病院局 
水道局 

本市の実情を様々な角度から検証 
し、スリムで効率的な行政運営に必 
要な適正職員数を常に把握する。 
そして、適正な定員管理計画を作 
成し人事管理を行っていく。 

平成17年度末に公表した行財政改革プラン 
において、国が示す類似団体との比較によ 
り、水道局、病院局を除く定員管理目標数値 
を公表した。 
更に、平成18年度には、病院局、水道局も含 
めた総合的な定員適正化計画を作成し公表 
している。 

平成18年度に作成・公表した総合的な定員 
適正化計画に基づき、適正な人事管理を行 
う。 
そのため、公共施設の統廃合や管理運営体 
制の見直し、或いは、提案型公共サービス民 
営化やアウトソーシングなど、行政運営形態 
の変化に対応していく。 
併せて、社会経済情勢の変化等に伴う行政 
需要や市民ニーズの複雑化、多様化にも対 
応する必要があり、今後、職員数が激減する 
ことが予想される中で、経過的な手法も加え 
ながら、定員適正化計画の適時適切な見直 
しを行う。 

実施 見直し 見直し 見直し 見直し 見直し 

1) - (2) - ② - E 
職員給与状況等人事 
運営についての公表 

人事課 
病院局 
水道局 

職員給与状況を含めた人事行政運 
営等の状況について、水道局及び 
病院局の状況も含め、毎年度市民 
に対し、迅速にわかりやすく公表す 
る。 

毎年3月1日号の広報で、その年度4月1日現 
在における人事行政の状況を掲載している。 
ホームページ上の関連ページは、毎年3月に 
更新している。掲載内容は、いずれも国から 
通達で示された様式を基本とし、国のほか類 
似団体や民間企業の数値を併記して、給与 
水準が比較できるよう一定の配慮がなされて 
いる。ボリュームについては、紙面量の制約 
により、ホームページのほうが充実した内容と 
なっている。 
しかしながら、ほとんどが表で構成され数値表 
記が多いため、見づらいという点は否めない。 
また、病院局職員の給与状況が盛り込まれて 
いない。 

可能な限り迅速で解りやすい公表に努める。 
その内容は、病院局・水道局も含め本市全体 
の人事行政の運営状況を掲載することとし、 
国が示した様式を活用しつつ、グラフを多用 
するなど見やすい紙面づくりに心がける。併 
せて、専門用語の説明を加える等わかりやす 
い内容にしていく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

1) - (2) - ② - F 
行政評価システムによ 
る施策・事業評価の公 
表 

企画課 

市が行った仕事がどの程度の成果 
を上げたのか、今後どのように期待 
できるのか等をわかりやすい指標等 
を用いて評価した結果を公表する。 
これにより、行政の透明性を確保し 
て、市民に対する説明責任を果た 
し、評価の各段階における市民の 
積極的な参画を促進する。併せて、 
市民と行政が課題を共有するパート 
ナーシップを築いていく。 

行政の目標の設定や達成率などを図るシス 
テムが確立されていないことから、市民にとっ 
て行政運営が見えにくい状況が生じている。 
このことが、市民の行政に対する関心度を低 
下させる一因となっている。 
現在の行政評価方法は、行政内部での判断 
評価となっており、第三者の的確かつ厳しい 
評価が十分になされていない。また、国、県 
の補助事業について、公共事業を中心に事 
前評価を行っているが、市民に公表はしてい 
ない。 

様々な立場の市民が、それぞれの視点に 
立って行政の仕事を判断し、情報を共有する 
ため、行政評価の結果を速やかに公表する 
必要がある。そのため、ホームページ・広報紙 
などを通し、単なる数字・表の羅列ではなく、 
わかりやすく親しみやすい形態で施策評価、 
事務事業評価のすべての結果を公表してい 
く。 
また、行政評価について、総合計画の体系と 
関連づけ、事務事業が総合計画の目的に 
沿って行われているか、成果があげられてい 
るかを相対的に評価するものであると位置づ 
け、その結果をわかりやすく市民に公表して 
いく。その内容としては、市民が知りたい施 
策、事務事業評価の結果に簡単にたどり着く 
ことができるように工夫する。 

準備 実施 継続 継続 継続 継続 

1) - (2) - ② - G 
外部監査システムの導 
入 

監査委員事務局 

地方分権の推進に対応した行政体 
制の整備と適正な予算執行の確保 
を図るため、外部監査制度を導入 
する。これにより、監査機能の独立 
性と専門性の向上を図り、監査機能 
に対する住民の信頼性を向上させ 
る。 

外部監査制度は導入していない。識見者と議 
会選出による2名の監査委員により、監査を 
行っている。ただし、識見者については、従 
来から職員OBを登用してきたが、合併後の 
新市においては民間から登用し、行政の外部 
からの目線で監査を行っている。 

本市の場合、外部監査制度を導入しなけれ 
ばならない法的義務はない。しかしながら、監 
査機能の独立性、専門性及び信頼性の向上 
の観点から、外部監査によるメリットはあると思 
われる。 
導入に際し新たな経費負担を生じることから、 
当面は、外部監査することを請求・要求された 
テーマのみを取扱う「個別外部監査」の導入 
について検討する。「包括的外部監査」につ 
いては、将来の検討課題とする。 

検討 検討



1) - (2) - ② - H 
公債費、債務負担行 
為等適正化計画の作 
成公表 

財政課 

将来にわたる財政負担を伴う公債 
費及び債務負担行為等について、 
適正な財政運営に資するよう計画を 
作成し公表する。 

地方公共団体の一般的な収入に占める地方 
債の償還額や債務負担行為による支払い、 
及び下水道事業や水道・病院事業などへの 
公債費に準ずる繰出金相当額の割合として、 
平成18年度に新たに「実質公債費比率」とい 
う指標が用いられた。 
本市は、この数値が平成17年度決算で 
23.7％、18年度決算では制度変更により 
24.5％と県内で最も高い状況である。18％以 
上の団体は、公債費負担計画を作成しなけ 
れば地方債の発行ができないことから、平成 
18年度末に平成24年度末までの計画を作成 
し公表している。 

平成19年度に施行された「地方公共団体の 
財政の健全化に関する法律」の趣旨に鑑み、 
適正な財政運営を行っていくため、公債費負 
担適正化計画を定期的に見直し公表してい 
く。 

実施 見直し 見直し



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

2) - (1) - ① - A 
施策評価システム及 
び事務事業の優先度 
評価制度の導入 

企画課 

総合計画・基本計画の体系に基づ 
いた施策評価システムを導入し､前 
年度の成果を基に将来に向けての 
施策の方向性を市民に示す。これ 
により、施策の課題解決に向けて、 
市民がまちづくりに参加しやすい環 
境を整える。 
併せて、限られた財源で総合計画 
の実現を行なうため、事務事業の優 
先度を決定する評価制度を導入す 
る｡ 
また、政策・施策の優先度と事務事 
業の優先度の評価を、行政評価の 
一環として位置付けし、予算編成に 
も反映させていく｡ 

合併前に、旧市町の総合計画を調整した新 
市まちづくり計画を公表した。また、新たに、 
市民のアンケート調査や市民会議、ワーク 
ショップなど様々な手法により市民の意見を 
集約した新市の総合計画を平成19年9月に 
公表したところである。 
なお、施策評価については、具体的な評価 
手法は整備されていない。 
一方、臨時・投資的な経費については、簡易 
な優先順位付けを担当課で行っている。その 
内容は、基本計画・実施計画に沿っているか 
どうかを中心として行われており、各事業の内 
容を十分に吟味するものではない。 
また、経常経費においては優先順位付けを 
行っておらず、財源不足の状況により、予算 
カットという形で事業の縮小、休廃止が決定さ 
れている。 

総合計画の基本計画と完全にリンクした施策 
評価システムを導入する。 
評価の対象範囲は、基本計画に掲げる全て 
の施策（約60項目）とし、施策ごとに施策評価 
表を作成する。評価の実施主体は、関係課５ 
～６名の課長とし、主管課長を中心に市民の 
目線で評価していく。また、評価方法は実績 
評価を中心とし、市民と行政の役割分担の明 
確化や職員人件費を含んだコストの実績評価 
も行う。 
更に、マネージメントサイクルの実現方法とし 
て、上位の政策評価組織において施策の方 
向等を協議し、市民の意見を次年度に向けた 
施策方針（改善策）に反映させていく。　実績 
評価の指標の選定は困難な要素が多いの 
で、市民の知恵を借りながら試行錯誤で精度 
を高めていく。 
また、各施策評価の中で事務事業の優先度 
を評価する項目を設け、その内容を市民に公 
表する。 

準備 実施 見直し 見直し 見直し 見直し 

2) - (1) - ① - B 

事務事業評価システ 
ムの導入及び事業評 
価制度に基づく実施 
事業の厳選 

企画課 
財政課 

市民サービスの向上と事務の合理 
化を目指し、市民と共に課題を解決 
するために事務事業評価システム 
を導入する。評価の更新は毎年行 
い､予算編成にも活用する｡ 
また、行財政健全化の視点は、市 
民協働・市民自治の推進、徹底した 
効率性の追求、自主性・自立性の 
確保及び持続可能な財政運営から 
見ることができる。したがって、投 
資・臨時的事業の選択にあたって 
は、市民の自主性を尊重する仕組 
みにおいて代替案の比較などの検 
討を行う。併せて、市民生活や地域 
の特性に根拠をおいた施策を推進 
するため、将来にわたっての負担を 
考慮し、広く市民に利益をもたらす 
事業を厳選して重点的に取り組ん 
でいく。 

新規事業や臨時・投資的経費は、予算査定 
のための評価について、ランク分けによる優 
先度評価という形で行なっているが、経常的 
な事業については、客観的に評価するシステ 
ムがない状況である。 
また、全ての事業について市民に公表するた 
めの評価は行なっていないことから、施策の 
成果向上に向けて市民からの提案も出にくい 
状況にある｡ 
一方、市の総合計画（基本構想、基本計画、 
実施計画）に基づき、実施事業の選択が行わ 
れているが、実態としては、予算編成におい 
て事業を行うための財源調達が可能かどうか 
が、事業採択における最大の要因となってい 
る。 

実施計画とリンクした事務事業評価システム 
を導入し、その評価結果を市民に公表するこ 
とで、情報を共有していく。 
対象となる事業は1,000を超える全ての事務 
事業である。実施計画との整合については、 
事務事業を全て実施計画に搭載することを基 
本とするが、事務事業を基本計画の施策の体 
系である約180の基本事務事業に集約した形 
でも可とする。評価の実施主体は各事務事業 
の担当係長とし、評価の内容は、必要性、効 
率性、有効性及び公平性の観点からの評価 
とするとともに、情報公開、情報共有の観点か 
らの公表を行っていく。 
更に、マネージメントサイクルの実現方法とし 
て、上位の施策との関連や貢献度について 
明らかにしていく過程で、市民の意見を公表 
するとともに、改革案や改善方向を示してい 
く。また、上位施策の主管課の課長より上位 
施策貢献度のチェックを受けることとする。 
これにより、評価の公表と情報共有を推進し、 
事業実施に係る説明責任を果たすとともに、 
意志決定過程の透明性の確保に努める。ま 
た、上位施策への貢献度や優先度評価など 
も含め、事業評価制度に基づく実施事業の 
厳選を行う。予算編成においてはマネージメ 
ントサイクルにおいて検討された方向性を尊 
重し、将来への財政負担についても考慮す 
る。 

準備 実施 見直し 見直し 見直し 見直し 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (1) 総合計画と連動した行政評価システムの活用による新たな行財政運営の構築　 ① 行政評価システムの構築 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度



2) - (1) - ① - C 
新規事業に係る事業 
評価制度の検討 

企画課 

新規事業の厳選に係る判断資料と 
して、公平・客観的な評価制度を導 
入する。また、市民生活に与える影 
響が大きい新規事業については、 
評価結果を事前に公表するととも 
に、事業完了後の検証においても 
市民に公表していく｡ 

新規事業の採択に係る判断資料として事業 
の優先度についてランク分けを実施している 
が、簡易な評価基準に基づくもので、各事業 
を多角度から評価したものではない。また、 
国、県の補助事業は公共事業を中心に事前 
評価を行っているが、あくまでも補助採択を受 
けるための評価であり、市民には公表してい 
ない。 

新規事業に係る事業評価制度を導入し、そ 
の内容を公表することで、情報共有と事業効 
果の向上を図る。 
評価の対象は全ての新規事業とするが、上位 
施策の改善案など事前評価にそぐわないも 
のについては、事務事業評価の中で評価し 
ていく。当面は、国や県から事前評価を義務 
付けられている事業を評価対象とし、いずれ 
は全てのハード・ソフト事業に評価範囲を拡 
大していく。評価の内容は、事前評価と途中 
経過・事後の検証をベースとし、市民に分かり 
やすく説明していく。また、費用対効果の分 
析の中には、減価償却や維持管理費などに 
ついての事業運営コストも含めて検討する。 
更に、マネージメントサイクルの実現方法とし 
て、事前評価の段階で検討した複数案の中 
からの選択過程や、改善見直しの過程を可 
能な限り明らかにするよう務める。そして、公 
表後においても市民の意見を取り入れるよう 
心がけていく。 

実施 継続 継続 継続 継続 

2) - (1) - ① - D 

既存事業に係る再評 
価制度の導入及び事 
業再評価制度に基づ 
く継続事業の見直し 

企画課 

総合計画の政策や施策の展開に影 
響するような重大な事業展開につい 
て、市民の意見を反映するため、外 
部委員で構成する委員会を常設し 
て審議内容を公表していく。 
これにより、市民の意識や社会情勢 
の変化等に伴い事業の必要性が損 
なわれたものや、継続が不適切に 
なったものについて、積極的に中 
止・廃止を行う。 

各部署において、所管事業や施策の見直し 
を常に行ってはいるが、既存事業について根 
本から再評価する制度はない。複数年にわた 
る普通建設事業のうち、国、県の補助対象事 
業については、補助採択継続の資料として、 
見直し評価を行うことはあるが、市民に公表し 
ていない。 
また、行政主導で事業が進められていること 
から、行政の取組状況が市民にわかりづら 
い。また、市民のニーズを行政が的確に捉え 
ているとは言い難い状況である。 
一定のルールに基づいた事業評価制度がな 
いため、事業の必要性の有無や取捨選択が 
不明瞭であり、特に継続事業を中止する場 
合、利害関係者の正しい理解を得ることが非 
常に困難である。 

既存事業に係る事業継続可否の判断資料と 
して、再評価制度を導入する。また、一般公 
募等による委員を含む再評価委員会を設置 
し、審議の過程、内容等を公表していく。 
評価の対象は全ての既存事業とする。ただ 
し、上位施策の貢献度が低く当初の役割を終 
えたと判断されるものについては、事務事業 
評価の様式に基づき事業廃止を市民に予告 
し、一定期間を経て事業廃止を行う。なお、 
再評価委員会で審査するのは、公共事業の 
再評価（未着手、長期継続中）が必要なもの 
のほか、行政だけの判断では廃止や統廃合 
が困難な事業で、ハード・ソフト事業の区別な 
く事業開始後５年以上経過したもの又は急激 
な社会変化による見直しが必要となったもの 
とする。 

準備 実施 継続 継続 継続



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

2) - (1) - ② -A 
減価償却、維持管理 
費等を含めた施策・事 
業コストの明確化 

財政課 
関係各課 

現金主義の単年度予算・決算には 
概念のない減価償却費等を考慮し 
て算出した施策・事業コストと、その 
財源構成を明らかにすることで、各 
施策・各事業の効率化を図る。 

自治体の普通会計は、歳入歳出予算・決算と 
いう現金主義で単年度処理されており、減価 
償却費など非現金支出の概念がない。予算 
書・決算書は行政目的別に分類されており、 
歳出の性質別に分類分けされることはある 
が、施策別・事業別に分類されてはいない。 
また、公営企業会計においては、複式簿記に 
よる企業会計の手法を採用し、非現金支出や 
退職給与引当金等将来的な費用負担の概念 
が認識されている。しかし、普通会計と同様に 
予算・決算は目的別に分類されており、施策 
別・事業別のコストを正確に把握できるもので 
はない。 

減価償却費、人件費、維持管理費等を含め 
た施策別・事業別のコスト計算書を作成する 
ことで、各施策、各事業に要するコストを明確 
にする。また、受益者一人当たりの単位コスト 
について明らかにする。 
これにより費用対効果、受益者負担の観点か 
ら、事務コストを再考することができ、施策・事 
業の取捨選択に役立てることができる。また、 
特定の施策や事業によっては、そのコスト内 
容を公表することで、市税など市民の一般財 
源負担に基づく対価（市民サービス）に係る 
理解度を深めていく。 

実施 見直し 見直し 見直し 見直し 見直し 

2) - (1) - ② -B 
枠配分型予算編成方 
式の導入 

財政課 
直面する大変厳しい財政状況に対 
応するとともに、市民の理解と協働 
に基づいた予算編成を実施する。 

行政運営に必要な経費を積み上げ、その財 
源として歳入を充てていく積上型予算編成方 
式を採用している。この方式は、細部にわたる 
積上げを行うことで内容の明確化、無駄の削 
減というメリットがある。 
しかしながら、近年、ますます複雑・増大化す 
る行政需要に伴う歳出の増加と、景気の低迷 
による市税等一般財源収入の減少は、必要 
な歳出経費を歳入で賄いきれないという事態 
を招いている。その結果、財源の年度間調整 
としての基金のみならず、特定目的基金まで 
も現金残額を大幅に減らすこととなった。 

予算編成を歳出主導から歳入主導に転換 
し、確保できる歳入の範囲内で歳出予算を調 
整していく。 
具体的には、予め見込める一般財源歳入額 
を算出し、その金額を歳出目的別に枠配分 
する。配分された各部署は、市長の行財政運 
営方針を尊重し、特定財源を模索しながら、 
配分された一般財源の範囲内で施策・事業 
の見直しを行って歳出を調整する。その過程 
において、廃止・後退を余儀なくされる施策・ 
事業について予算編成中の一定の時期に市 
民に公表し、市民の理解とアイディア、参加に 
よる協働を醸成していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 未定 

2) - (1) - ② -C 

次年度行財政運営方 
針の策定及びこれに 
基づく予算編成方針 
の策定 

企画課 
財政課 

次年度行財政運営方針を早期に策 
定して公表し、これに基づき予算編 
成作業を進めることで、行政運営に 
対する市民の関心と理解を深める。 

毎年3月議会において、新年度予算案の上 
程とともに市長による施政方針が公表される。 
これが唯一の翌年度行財政運営についての 
市長による方針であるが、予算内容及び実 
施・廃止事業確定後の公表であるため、市民 
意見の反映と市民の同意を得ることに対し、 
時間的な余裕がない。 
また、予算編成方針については予算要求照 
会時に各部署に対し示されているが、市民に 
公表されるものはなく、あくまでも要求に係る 
留意事項としての色合いが強い。 

市長による次年度行財政運営に係る方針を 
予算編成前の早い時期に公表して、その内 
容に沿って予算編成方針を策定する。そし 
て、市民の反応や意見に耳を傾けながら予算 
編成作業を進めていくことで、できる限り市民 
の思いを反映した予算作りと行財政運営を実 
現していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (1) 総合計画と連動した行政評価システムの活用による新たな行財政運営の構築　 ②施策別枠配分予算への移行 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

2) - (2) - ① -A 
出資法人等について 
脱会を含めた見直し 

行政改革課 
財政課 
管財課 

関係各課 

各種団体への出資金・出捐金や、 
本市が構成員となっている団体へ 
の応分負担的な出資金について、 
地方公共団体としての適正な出資 
であるかを検証して見直しを行う。 

合併前市町における「出資による権利」をそ 
のまま引き継いでいる。 

「出資による権利」について、根本から再考す 
る庁内プロジェクトを立ち上げ、地方公共団 
体としての出資目的、必要性、出資金額に係 
る費用対効果等を検討する。これにより、現に 
必要な最低限の出資のみに絞り込む。そし 
て、経年経過による社会経済情勢の変化等 
により、出資の目的・必要性が曖昧になったも 
のや、目的を達成したものなどは、積極的に 
出資金の回収に努める。 

実施 

2) - (2) - ① -B 

公共施設の統廃合・ 
民営化を含めた再編と 
施設整備（改修）計画 
の作成 

行政改革課 
企画課 

関係各課 

すべての公共施設について再考 
し、市町村合併のスケールメリットで 
ある施設の統廃合による経費削減 
と、効率的な管理運営方法への転 
換を図る。 
また、施設の老朽化等に伴う改修に 
ついて整備改修計画を作成し、年 
次的な整備を行う。 

平成18年度に、市長をトップとし特別職、部 
長級職員等で構成する「公共施設統廃合検 
討プロジェクト」を立ち上げ、すべての公共施 
設について、その必要性や効率的な管理運 
営手法等について協議している。 
この中で、合併によるスケールメリットを目指 
し、重複施設等の統廃合について検討してい 
る。更には、民営化やアウトソーシング等も含 
め、管理運営方法の効率化についても検討 
している。 
また、各施設の老朽化や機能拡充に伴う改 
修については、厳しい財政状況から整備改修 
計画を作成していない。危険回避に係る改 
修・修繕を優先的に施している。 

引き続き、公共施設統廃合検討プロジェクト 
において、施設の設置目的、必要性、市民の 
利用状況及び管理運営手法等、多方面から 
検討し、施設の統廃合や民営化を含めた再 
編を協議して、市民の理解を求めながら年次 
的に実施していく。 
また、本市の公共施設は老朽化の著しい施 
設が多いことから、安全性と快適性の確保を 
重点的に、施設の整備改修計画を作成し、計 
画的な整備を進めていく。 

実施 見直し 

2) - (2) - ① -C 
公共施設における指 
定管理者制度の導入 
促進 

行政改革課 
関係各課 

公共施設の管理運営について、民 
間の活力とノウハウを利活用するこ 
とで市民サービスを向上させ、併せ 
て、管理運営経費の削減を図るべ 
く、指定管理者制度を導入してい 
く。 

平成16年の地方自治法改正により、公共施 
設の管理運営における指定管理者制度が創 
設された。これに伴い、地方公共団体は、従 
来からの管理運営業務委託による公共施設 
の運営形態に制限が生じ、指定管理者制度 
の導入を含め、各施設の運営方法を見直す 
必要が生じた。 
その結果、平成18年度に19施設、19年度に2 
施設において指定管理者制度を導入し、市 
民サービスの維持向上と経費節減を行ってい 
る。 

公共施設統廃合検討プロジェクトにおいて、 
施設の管理運営について様々な角度から検 
討する中で、行政による直営方式に比べサー 
ビス的にも経費的にもメリットが生じる施設に 
ついて、年次的に指定管理者制度を導入し 
ていく。 
また、公民館等地域に密着した施設について 
は、民間事業者による指定管理ではなく、そ 
れぞれの地域住民による責任を持った自主 
的な管理運営を促進すべく、地元への指定 
管理に向けた段階的な移行を実施していく。 

2) - (2) - ① -D 
アウトソーシング計画 
の作成 

行政改革課 
企画課 
財政課 

関係各課 

公共サービス改革法の主旨に基づ 
き、これまで行政が担ってきた公共 
サービスを質・価格の両面で優れた 
民間事業者に任せることで、行政の 
スリム化、効率化を実現する。 

従来から、専門性の高い業務や、市が直営 
するよりも安価で効率的な業務について、民 
間業者へ業務委託をしてきた。 
近年は、介護保険制度開始に伴う民間介護 
事業者への事業主体の移管や、公共施設の 
管理における指定管理者制度の導入等、制 
度改正による公共サービスの民営化を行って 
いる。 

本市が実施している事務、施策、事業のうち、 
法的に行政が直接実施しなければならないも 
のや、個人情報保護の観点から適当でないも 
の等を除き、従来から直営にて対応してきた 
業務について、質・価格の両面で優れた民間 
業者に積極的にアウトソーシング（外部発注） 
していく。 
定員管理の適正化に伴う職員数の削減を考 
慮しつつ、年次的なアウトソーシング計画を作 
成し、市民サービスの維持向上と行政実務の 
効率化を実現する。 

準備 実施 継続 継続 継続 継続 

検討しつつ、年次的・段階的に実施 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (2) 財政健全化の推進　 ① 内部事務経費の削減 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度



2) - (2) - ① -E 
事務コスト削減指針の 
作成 

行政改革課 
財政課 

事務事業を効率化するとともに、全 
庁的な連携と創意工夫によりコスト 
を削減することで、歳出を抑制す 
る。 

予算要求に際して財政課が各課に通達する 
予算編成方針において、経費削減の必要性 
と考え方が示されるが、全庁的な意識統一に 
より義務的に取り組む事務コスト削減指針で 
はない。 
厳しい財政状況に伴う配分予算の減少によ 
り、各課で工夫しながらコスト削減に取り組ん 
ではいるが、連携性に乏しく、バラツキがある 
点は否めない。 

事務コストを削減するための指針を作成し、コ 
スト削減意識の高揚と全庁的な連携による歳 
出削減を目指す。 
具体的には、複数課にまたがる歳出経費（電 
気代、水道料、電話代、電気設備保守等）に 
ついて、一括契約、一括請求による事務経費 
削減を行い、電気使用機器の設置・使用につ 
いても厳格な管理を行う。併せて、各課最終 
退庁者による節電確認を徹底するとともに、 
事務用品消費についてのルールを作成し 
て、全庁的に取り組んでいく。 

実施 見直し 見直し 見直し 見直し 見直し 

2) - (2) - ① -F 
補助金支出基準の作 
成 

財政課 

各種団体等に対する運営補助金や 
各種事業に対する事業補助金につ 
いて、統一的な基準に基づき適正 
な支出をしていく。 

本市には補助金等の交付や取扱いに関する 
統一的な基準がなく、合併時に補助金交付 
規則を制定し、旧市町で支出していた補助金 
を原則として引き継いでいる。また、その運用 
については、各所管課作成の補助金支出要 
綱により事務処理している。 

各種団体等への補助金について、慣例にとら 
われず地方自治法第232条の2の主旨に基づ 
き、「公益上必要がある場合」と判断する基準 
や事務取扱いに関する統一的な基準を作成 
する。そして、適正な支出を実施していく。 

実施 見直し 見直し 

2) - (2) - ① -G 
電子決裁システムの導 
入 

総務課 
人事課 
財政課 

情報管理課 

電子決裁システムを導入し、公文書 
のデータ化を推進する。そして、事 
務の効率化、省資源・省スペース及 
び市民への情報提供の迅速化を図 
る。 

文書管理、財務処理のいずれにおいても、電 
子決裁システムは導入していない。また、公 
文書の保管は「紙ベース」で行っている。 

平成19年度に、導入についての検討組織を 
設置し、導入経費、費用対効果、定員管理等 
を含めて総合的に検討する。 
その結果、導入を推進することになった場 
合、平成20年度からシステム開発に着手する 
とともに職員研修を開始し、平成21年度から3 
年間で段階的に導入する。 
これにより、決裁の迅速化に伴う意思決定過 
程の効率化、消耗品費等物件費や人件費の 
削減、情報公開の迅速化及び公文書保管場 
所の省スペース化に資することができる。 

検討 準備 着手 完了 

2) - (2) - ① -H 
縁故債、一時借入金 
の借入利率に係る入 
札実施 

財政課 
縁故債、一時借入金の借入利率を 
入札することにより、低利な借入れ 
を可能にする。 

縁故債のうち、借入先を特定されていない市 
中銀行等借入分については、従来より応募者 
利回りにて指定金融機関から借り入れてい 
た。しかし、平成18年度分の借入れについて 
は、一部について借入利率の見積り合わせを 
実施し、最も低利率を提示した金融機関から 
借入れを行っている。 
また、一時借入金については、従来より指定 
金融機関から短期プライムレートで借り入れ 
ている。 

縁故債、一時借入金を低利に借り入れるた 
め、借入利率について原則として入札を実施 
する。 
なお、入札の体制が整うまでの間は見積り合 
わせによる利率の比較を行い、体制が整い次 
第、入札へ移行する。 

一部 
実施 

実施 継続 継続 継続 継続
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2) - (2) - ② - A 職員提案制度の充実 
行政改革課 

人事課 

職員の創造的思考と意識改革の効 
用を図り、市民サービスの向上及び 
効率的な行財政運営に寄与するた 
め、職員提案制度を充実する。 

平成17年度に職員提案制度を導入し、行政 
運営全般について新たな視点からの提案を、 
職員から常時募集している。平成18年度末ま 
でに18件の提案があり、そのうち1件が事業化 
されている。 
採択の可否については、行財政改革推進本 
部（本部長：市長）において提案者名を伏せ 
書面で行われており、その結果を提案者に通 
知している。提案内容や採択の状況につい 
て、庁内ＬＡＮにて職員には公表しているが、 
市民には公表していない。 

提案内容についての正しい理解を促進し、発 
案者の意欲や想いを披露する場として、希望 
者には行財政改革推進本部会議にてプレゼ 
ンテーションする機会を設ける。また、採択の 
可否についても、公平・客観的な審査ができ 
るよう評価シートを作成して、多数の項目につ 
いての点数化により採択を決定するように変 
更する。 
また、行政運営について職員の新たな発想を 
喚起し、提案への意欲を向上させるよう、採用 
者についての報奨制度を充実し啓発してい 
く。 
更に、提案内容によっては、発案者自らがそ 
の実現化に携われるよう人事面での配慮も検 
討していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

2) - (2) - ② - B 窓口サービスの向上 
人事課 

関係各課 

市民の利便性向上のため、行政 
サービス全般に係る窓口業務を１ヶ 
所で簡素に行う。併せて、取扱曜日 
の追加や時間帯の延長を実施す 
る。 

行政サービスに係る各種申請や手続事務に 
ついて、関係各課でそれぞれ実施している。 
取扱時間は、原則として平日の通常開庁時 
間である。 
ただし、特例として、市税の収納強化月間な 
どに夜間納付窓口を設置するほか、住民異 
動の関係課において、年度替り前後の日曜 
日に開庁している。 

総合窓口の設置を検討し、転入・転出の届出 
及びこれに伴う各種申請手続きや、住民票、 
戸籍謄抄本の交付及び各種証明書の発行等 
をワンフロアーで対応し、ワンストップサービス 
の実現について模索する。併せて、各種申請 
についても、一枚の申請書で複数の手続きが 
行えるよう見直す。 
また、近年の生活スタイルの変化に対応し、 
窓口業務の時間延長や土曜日、日曜日等の 
取扱いについても、市民ニーズを考慮しなが 
ら検討していく。 

一部 
実施 

2) - (2) - ② - C 
公用車の一元管理に 
よる経費節減 

管財課 
公用車の一元管理による効率的な 
使用により全体数を削減し、公用車 
の管理に係る経費を節減する。 

現在216台の公用車輌を管理している。このう 
ち、防災パトロール車や道路パトロール車等 
の特定車及び消防車輌や環境衛生車輌等の 
特殊車輌を除き、122台が一般車輌である。 
管財課が管理している共用車輌12台以外は 
各課に配車されており、所管課がそれぞれ管 
理しているが、この一部には稼働率の低い車 
輌も存在する。 

特定車及び特殊車輌を除き、公用車を一元 
管理することで、効率的な使用に基づく稼働 
率の上昇を図る。また、車輌台数を減らして 
いくとともに、車検費用などを一括発注するこ 
とで、1台あたりの管理コストを軽減させる。 
併せて、タクシーやレンタカーの使用や運転 
委託の活用による経費節減を検討していく。 

準備 実施 継続 継続 継続 継続 

検討 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (2) 財政健全化の推進　 ② 事務事業の見直し 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度



2) - (2) - ② - D 
事務用品等に係る単 
価契約の実施 

財政課 
関係各課 

全庁的に使用するスタンダードな事 
務用品等について、年間使用見込 
数を提示し、かつ、１回あたりの購 
入数を増やすことで、購入コストを 
軽減する。 

事務用品等については各課が必要なときに 
購入している。その際、同一物品の1回あたり 
の購入金額が10万円未満のものについて 
は、見積り合せ等価格比較は行っていない。 

物品調達基金を創設する。そして、全庁的に 
使用するスタンダードな事務用品等につい 
て、年間使用見込数を提示し、かつ、１回あ 
たりの購入数を増やすことを前提に、入札、 
見積り合せ等価格比較を徹底して単価契約 
する。これにより、購入単価を抑え事務コスト 
を軽減する。 

準備 実施 

2) - (2) - ② - E 下水道事業の見直し 下水道課 

計画的な都市基盤整備には欠かせ 
ない汚水雨水処理対策について、 
下水道事業の事業コスト等を勘案し 
て根本から再考し、より効率的な事 
業実施をする。 
また、市内で格差のある料金体系を 
見直す。 

下水道整備計画に基づき認可区域を設定 
し、年次的に管渠及び処理施設の整備を実 
施しており、普及率の向上に努めている。 
しかしながら、下水道事業には多額の費用を 
必要とするため、国庫補助金、受益者負担金 
及び下水道使用料収入等では、施設の維持 
管理、水質管理及び建設費を賄いきれず、 
毎年、一般会計からの多額の繰入金を必要と 
している。 
また、合併以降、旧市町の料金体系を継続し 
ており、市内において料金格差が生じている 
状況である。 

浄化槽等安価で効率的な他の汚水処理方法 
との役割分担について、下水道事業として整 
備に要する費用と浄化槽設置補助金負担と 
の比較、整備に要する期間及び事業コスト等 
を勘案するなかで、下水道整備を含めた汚水 
雨水処理対策全般について、調査研究して 
いく。 
また、使用料収入の増収を目的に、供用開始 
後3年以上経過した未水洗世帯に対し各戸訪 
問等により水洗化を促していく。 
市内で格差が生じている下水道使用料の料 
金設定については、平成20年度から市内全 
域で統一料金とする。 

料金 
改定 
準備 

料金 
改定 
実施 

2) - (2) - ② - F 扶助費の見直し 

社会福祉課 
高齢障害課 
児童福祉課 
学校教育課 

「扶助を必要とする社会的弱者を、 
社会全体で扶助していく」という相 
互扶助の原点に立ち返り、適切な 
扶助行政を実践する。 

歳出全体に占める扶助費の構成率が高く、 
歳出を増大させる一因となっている。特に、近 
年まで続いた長期にわたる景気の低迷は、雇 
用環境や所得水準の低下を招き、財政負担 
を大幅に増大させる結果となった。 
しかしながら、扶助費は義務的経費に属し、 
財政状況を理由に安易な見直しができない 
のが実情である。 

自助と自立の原則に基づき、扶助費に係るす 
べての制度について、扶助の必要性を根本 
から再考する。 
国県制度の補完的なもの、目的の達成された 
もの、他の制度で補えるもの等について、積 
極的に廃止縮小の方向で検討していく。一 
方、真に扶助を必要としている対象者につい 
ては、適切で行き届いたサービスを提供でき 
るよう制度を充実していく。 
また、扶助行政に係る事務処理は、豊富な知 
識や経験を必要とする特殊性が高いことか 
ら、適材適所の職員配置と、積極的な研修等 
による資質の向上に努めていく。 
更には、生活保護受給世帯等を対象に、多 
重債務についての相談窓口を市民の協力を 
得て創設するなど、新たな支援策についても 
積極的に模索していく。 

継続 継続 継続 継続 

汚水雨水対策調査研究 

実施
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2) - (2) - ③ -A 
公金収納対策の強化 
債権特別対策室の設 
置 

債権特別対策室 
（新設） 

公金の滞納者に対する厳格かつ適 
正な滞納処分を実施することで、収 
納率の向上と市民負担の公平化を 
実現する。 

税の滞納者に対しては財産調査と差押えを 
実施している。その他の公金の滞納者ついて 
は督促状、電話及び家庭訪問等による催告 
のみで、いわゆる法的措置は行っていない。 

債権特別対策室を新設して、全ての公金の 
滞納状況を一元管理する。併せて、一定期 
間、一定金額以上の悪質滞納者に対し、財 
産調査と差押えを実施する。そして、インター 
ネット公売等積極的な競売による換価措置を 
行うことで、公金収納率の向上と市民負担の 
公平化を図る。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

2) - (2) - ③ -B 

費用対効果に基づく 
使用料・手数料の見 
直し（減免基準の見直 
しを含む） 

財政課 
関係各課 

公共施設使用の対価として使用者 
から徴収する使用料、及び、特定の 
者のために提供する公の役務に対 
しその費用を償うため徴収する手数 
料について、費用対効果に基づく 
適正な料金設定を行うことで、負担 
の公平性を図る。 

原則として、使用料については合併時におけ 
る旧市町の料金設定を引き継いでおり、手数 
料については旧小野田市の料金設定に合わ 
せている。合併後は、学校施設使用料の一 
部と住民票等交付手数料及び各種証明手数 
料の見直しを行ったが、いずれも総体的なコ 
スト把握に基づく料金改定ではない。 
また、減免の取扱いについては統一的な基 
準がなく、各所管部署の判断で行われてい 
る。 

すべての使用料・手数料について、受益者負 
担と費用対効果の観点からコスト把握を徹底 
する。そして、適正な価格設定に伴う料金改 
定を実施する。併せて、減免の取扱いについ 
て統一的な基準を設け、適正な処理を行って 
いく。 

一部 
実施 

実施 見直し 

2) - (2) - ③ -C 
ごみ処理手数料の見 
直し 

環境課 

ごみ処理には多大な経費を要して 
いるため、その一部は手数料で賄う 
べきあり、受益者負担の原則・公平 
の原則により、排出者に対しごみの 
排出量に応じた負担を求めていく。 

環境衛生センター及び清掃工場に持ち込ま 
れる家庭系ごみ及び事業系ごみについて 
は、ごみ処理手数料を徴収しているが、自治 
会のごみステーションに排出されるごみにつ 
いては、ごみ処理手数料を徴収していない。 

自治会のごみステーションに排出される家庭 
系ごみについて、その排出量に応じてごみ処 
理手数料を徴収する。手法としては、現行の 
ごみ指定袋に処理手数料を上乗せする。 

検討 実施 継続 継続 継続 継続 

2) - (2) - ③ -D 
有帆緑地処分場（産 
業廃棄物処理施設） 
の見直し 

土木課 

有帆緑地処分場の産業廃棄物処 
理施設に係る手数料収入を増収 
し、建設費の償還に係る経費負担 
を軽減する。 

建設工事の残土処分地の確保と周辺緑地の 
整備を目的として、環境事業団により建設さ 
れた当該施設は、完成後、財政投融資への 
償還を負担するかたちで、旧小野田市に譲 
渡された。しかし、建設後に施行された「建設 
リサイクル法」の影響等から、手数料収入が当 
初の予定よりも大幅に減収となり、多額の償 
還経費が市の財政を大きく圧迫している。 

施設の管理運営等に係るコスト把握を徹底 
し、費用対効果の観点から適正な価格設定 
に料金改定する。 
併せて、環境に配慮した受入品目（安定品 
目）の拡大や、市内全域或いは近隣市町まで 
まで含めた公共工事に係る建設残土の受入 
れ等について、周辺地域の住民の方々と積 
極的に協議していく。 

準備 実施 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (2) 財政健全化の推進　 ③ 歳入の確保 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度



2) - (2) - ③ -E 
受益者負担適正化の 
徹底 

財政課 
関係各課 

受益者負担の原則に基づき、特定 
のサービスを受ける利用者に応分 
の負担を求め、受益者負担の公平 
性を図る。 

扶助費に係るサービス利用者負担金や小規 
模土木事業受益者負担金など、特定の受益 
に係る負担金については、原則として、合併 
時における旧小野田市の料金設定及び負担 
割合を引き継いでいる。合併後、総体的なコ 
スト把握に基づく料金改定等は行っていな 
い。 

すべての受益者負担金等について、受益者 
負担と費用対効果の観点からコスト把握を徹 
底する。そして、適正な価格設定に伴う料金 
改定を実施する。 
また、職員の通勤車輌に係る市役所等公共 
施設の駐車場使用について、利用料金の徴 
収を開始する。 

準備 実施 見直し 

2) - (2) - ③ -F 
広告収入についての 
統一的な基準作成及 
び実施 

行政改革課 
関係各課 

広告収入についての統一的な基準 
を作成する。そして、市の刊行物、 
郵便封筒や土地、建物等に有料広 
告を掲載し、財産の有効活用と歳 
入の確保を行う。 

従来から市有地の一部において、広告主の 
依頼に基づき有料広告看板を設置しており、 
平成17年度からは、広報紙及びホームペー 
ジにも広告掲載を開始した。 
更に、平成18年度には「山陽小野田市広告 
掲載要綱」を策定して、広告収入に関する統 
一的な考え方や基準を定め、市の刊行物や 
特定目的の郵便封筒及び公用車に広告掲載 
を開始して、新たな収入を確保している。 
また、窓口利用者に配布する封筒について 
も、広告掲載した封筒を無償で提供してもらう 
ことで、印刷製本費に係る歳出削減を実現し 
ている。 

現在行っている広告掲載事業について積極 
的に啓発し、更なる収入確保に努める。また、 
公共施設における広告掲示や、一般郵便封 
筒の広告掲載による無償提供等、新たな広 
告事業についても積極的に展開していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

2) - (2) - ③ -G 
売却処分も含めた財 
産管理運用指針の作 
成 

管財課 

市及び土地開発公社が保有する財 
産（土地、建物、物品等）の適正な 
管理と効率的な運用に資するため、 
財産に関する管理運用指針を作成 
する。 

財産の管理運用に関する統一的な基準がな 
く、原則として基本計画に基づく実施計画に 
沿って、新規取得してきた。 
しかしながら、事業計画の変更又は計画その 
ものの未熟さ等により、結果として、将来的に 
利用予定のない土地や歪な形状の残地を多 
く残すこととなった。したがって、これらの先行 
取得に用した財政的負担の解消が図れてい 
ない。 

財産の管理運用に関する指針を作成し、これ 
に基づき、適正な運用を実施していく。 
主な内容として、まず、土地の新規取得（先行 
取得）に関しては、実施が確実である事業計 
画に基づく取得のみとする。また、事業の用 
に供する際には、全て一般会計が買い取るも 
のとし残地を残さない。なお、購入価格の算 
出については、適正な価格設定に努める。 
次に、事業の廃止や公共施設の統廃合等に 
より不必要になった行政財産については、速 
やかに普通財産へ所管替えを行い、早急に 
売却処分を検討・実施する。 
また、現在保有している普通財産及び土地取 
得特別会計や土地開発公社保有財産のう 
ち、将来行政目的の用に供される見込みのな 
いものについては、定期的に保有状況（場 
所、面積、価格等）を細かく公開して、早急な 
売却処分を実施し、取得に要した財源回収に 
努める。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続



2) - (2) - ③ -H 
課税の見直しについ 
て 

税務課 

市町合併による経過措置として設定 
された、同一市内で実質的な課税 
方法や課税範囲が異なる状況を、 
可能な限り早期に解消して、課税に 
係る中立公平を実現する。 
併せて、大変厳しい財政状況に対 
応するための歳入確保の観点か 
ら、課税に係る全体的な見直しを行 
う。 

固定資産税の評価については、合併前の評 
価方法を継続し、旧小野田地域はすべて路 
線価方式で評価を行い、旧山陽地域では市 
街地は路線価方式、その他の地域は比準地 
方式で評価している。 
更に、都市計画税については合併前の課税 
範囲を継続し、旧小野田地域と旧山陽地域 
で課税範囲に大きな乖離が生じている。 
また、合併後、税法改正に伴う見直しを除き、 
税率や課税範囲、課税方法等に係る本市独 
自の見直しは、行っていない。 

固定資産税の評価方法については、原則とし 
て路線価方式とする。しかし、路線価方式へ 
移行することが経済的に非効率である地域に 
ついては、その他方式（比準方式）での評価 
とする。なお、両評価方式とも公平性を欠くも 
のではない。 
都市計画税の格差是正については、都市計 
画税等検討委員会で検討した結果を踏まえ、 
平成21年度を第一目標年度として、不均衡と 
なっている課税の解消に努める。 
また、新たな財源として法定外目的税の導入 
については、今後一層の地方分権の進展に 
伴い、全国的な地域の実情に即した他市の 
課税状況を見守りつつ検討していく。 

検討 検討 

2) - (2) - ③ -I 
水道使用料・下水道 
使用料の徴収一元化 

水道局 
下水道課 

対象者、事務処理内容等が重複し 
ている水道使用料、下水道使用料 
の賦課徴収事務を一元化すること 
により、事務の効率化と収納率の向 
上を実現する。 

水道使用料は水道局で、下水道使用料は下 
水道課で、それぞれ賦課徴収事務を行って 
いる。 
収納率については、特に滞納繰越分におい 
て、下水道使用料の収納率が著しく低い状況 
である。 

水道使用料、下水道使用料の賦課徴収事務 
の一元化により、事務の効率化による物件費 
等経費の削減と、収納率の向上を図る。 
特に、下水道使用料滞納者についても水道 
給水に係る制限措置をとることにより、滞納者 
の納付に対する意識改善と滞納額の減少が 
期待できる。 

検討 準備 実施 継続 継続 継続 

2) - (2) - ③ -J 

コンビニエンスストア・ 
金融機関ATM・クレ 
ジットカード等による公 
金収納の検討 

財政課 
関係各課 

コンビニ・金融機関ATM等による公 
金収納を開始することで、納付者の 
利便性を向上するとともに収納率の 
向上を図る。 

公金の収納方法については、市が発行した 
納付書による自主納付（市役所、総合事務 
所、支所、出張所及び金融機関の窓口での 
支払い）または、金融機関、郵政公社の口座 
振替で対応している。 

地方自治法施行令の改正により、平成15年4 
月から、地方税の収納事務についても私人の 
徴収委託が可能となった。これに伴い、市税 
を含め公金全般の収納について、納付者の 
利便性の向上を目的として、コンビニ・金融機 
関ATM等での支払いやクレジットカード決裁 
について検討する。 
しかしながら、ホストコンピュータの改造等多 
額の初期投資を必要とすることや、運用費用 
（コンビニ等へ支払う取扱手数料）が生じるこ 
とから、導入時期については、ホストコン 
ピュータの次回更新予定である平成24年度 
以降とする。 
また、それまでの対応策として、行政機関で 
の収納窓口の延長等、他の有効手段につい 
て積極的に検討する。 

検討 準備 実施 

2) - (2) - ③ -K 企業誘致の推進 
商工労働課 

人事課 

市内の企業団地へ積極的に企業誘 
致を推進することで、団地造成時の 
初期投資額を回収し、市税の増加 
や雇用の創出を図る。 

企業誘致の打開策として、確実かつ有効な情 
報を収集すべく、誘致に関する情報提供者に 
成功報酬を支払う情報提供報奨制度を、平 
成18年度に創設した。 
また、平成19年度には、山口県企業立地推 
進室に職員を派遣して県との連携を密にし、 
より積極的な誘致を展開している。 

専任職員の配置を含め、更なる誘致展開を 
模索していく。また、行政執行部と議会が連 
携したトップセールスや、経済開発懇話会等 
における意見聴取及び情報収集、県との密な 
る連絡連携など、効果的な誘致活動を実施し 
ていく。 
併せて、商工会議所や山口東京理科大学と 
の産学公連携を推進して企業の内発促進へ 
の環境づくりの支援を行い、新たな産業の創 
出に努めるなかで、企業誘致の機運を醸成し 
ていく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

実施
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2) - (3) - ① -A 

【再掲】 
総合的な定員管理計 
画の作成公表及び適 
正な定員管理の実施 

人事課 
病院局 
水道局 

本市の実情を様々な角度から検証 
し、スリムで効率的な行政運営に必 
要な適正職員数を常に把握する。 
そして、適正な定員管理計画を作 
成し人事管理を行っていく。 

平成17年度末に公表した行財政改革プラン 
において、国が示す類似団体との比較によ 
り、水道局、病院局を除く定員管理目標数値 
を公表した。 
更に、平成18年度には、病院局、水道局も含 
めた総合的な定員適正化計画を作成し公表 
している。 

平成18年度に作成・公表した総合的な定員 
適正化計画に基づき、適正な人事管理を行 
う。 
そのため、公共施設の統廃合や管理運営体 
制の見直し、或いは、提案型公共サービス民 
営化やアウトソーシングなど、行政運営形態 
の変化に対応していく。 
併せて、社会経済情勢の変化等に伴う行政 
需要や市民ニーズ複雑化、多様化にも対応 
する必要があり、今後、職員数が激減すること 
が予想される中で、経過的な手法も加えなが 
ら、定員適正化計画の適時適切な見直しを 
行う。 

実施 見直し 見直し 見直し 見直し 見直し 

2) - (3) - ① -B 
勧奨退職制度の適正 
化 

人事課 

適正な職員数に向けての人数削減 
と、職員層の新陳代謝促進を目的と 
して、勧奨退職制度の対象者や手 
続き等を明確にし、制度運用の適 
正化を図る。 

退職手当に関する条例において、普通退職 
と比べ手当の割増しなど優遇措置がされてい 
る。また、職員退職勧奨実施要綱を作成し、こ 
れに基づき、勤続年数20年以上という要件を 
満たしている職員がその申し出を行った場合 
には、勧奨退職とし、自己都合退職とは異 
なった取扱いをしている。 

勧奨退職制度については、職員の新陳代謝 
と組織の活性化、行政能率の維持・向上及び 
人事管理の適正化・効率化という本来の目的 
に加え、近年は、職員数の削減及び退職手 
当支出の分散化を図る側面からの活用も生じ 
ている。このことから実施要綱を改正し、勧奨 
退職制度の適正な運用を図っていく。 

実施 

2) - (3) - ① -C 
任用替えについての 
基準作成 

人事課 
職員の任用替えについての基準を 
作成し、規則化することで、実情に 
応じた任用替えを実施する。 

職員の任用に関する規則がなく、任用替えに 
ついては、地方公務員法第15条の規定に基 
づき試験を実施している。 

市町村合併に伴う行政のスリム化、効率化に 
より、必然的に公共施設の統廃合や管理運 
営体制の見直し、市場化テスト及びアウトソー 
シング等が推進される。これに伴い、職員の 
任用替えについての必要性も増加することが 
予想される。 
職員の任用に関する規則を制定し、その中で 
任用替えについての基準や取扱いを盛り込 
んでいくことで、適正な任用に基づく職員配 
置を実施していく。 

実施 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (3) 人事制度の改革　 ① 公営企業も含めた定員管理 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度
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2) - (3) - ② -A 
フレックスタイム・時差 
出勤制度の導入 

人事課 

近年の社会情勢、生活スタイルの変 
化等に対応し、利用者側に立った 
配慮に基づく行政サービスとして、 
開庁時間の延長等がもとめられてい 
る。これをできるだけ経費をかけず 
に実施するため、人件費削減の手 
段として出勤体制の見直しを行う。 

条例・規則等に職員の勤務時間についての 
定めがあり、これを超える勤務については時 
間外勤務手当を支給している。フレックスタイ 
ム及び時差出勤制度の規定はない。 
しかし、保育所においては勤務時間の割振り 
として、実質的な時差出勤を行っている。ま 
た、閉館日が平日である出先機関や、24時間 
体制の職場については、週休日の割振りを 
行っている。更には、休日出勤については、 
平日における代休取得により時間外勤務手 
当の支給を抑えている。 

フレックスタイムについては、地方公務員法に 
より適用できない（労働基準法の適用除外）。 
時差出勤については、任命権者による勤務 
時間の割振り又は変形労働時間制の採用 
（規則の改正が必要）により可能であることか 
ら、住民ニーズにできる限り沿った行政サー 
ビス時間帯を実現していく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

2) - (3) - ② -B 
退職手当支払日の見 
直し及び分割支給制 
度の導入 

人事課 

職員の退職手当に係る支払日の見 
直しを行い、複数回に分割できる制 
度を導入することで、年度途中にお 
ける資金繰りによる利息負担を軽減 
する。 

退職手当に関する条例により、退職した日か 
ら1ヶ月以内に全額を支払っている。病気や 
死亡による退職を除き、ほとんどが3月31日付 
の退職であることから、毎年4月における退職 
手当支払額がかなりの金額になる。金融機関 
からの一時借入金を充てて支払うこともあり、 
財政運営に係る資金繰りを圧迫している。 

退職手当に関する条例を改正し、退職手当 
の支払日を市税の納期や普通交付税の公布 
日の数日後（例えば、5月末、7月末、9月末） 
に設定する。併せて、分割支給できる制度を 
導入して、本人同意のもと分割支給すること 
で、1回あたりの支払負担を軽減する。 
これにより、資金繰りに伴う金融機関等からの 
一時借入額を軽減し、支払利息を減額する。 

準備 実施 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (3) 人事制度の改革　 ② 国の制度を基本とした勤務体系、職員給与体系の見直し 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度
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2) - (3) - ③ -A 
人材育成方針（職員 
研修を含む）の作成 

人事課 

総合的な人材育成方針を作成し、 
時代や環境の変化等に的確に対応 
できる人材の育成を計画的に実施 
する。 

人材育成基本方針策定指針により、地方公 
共団体は国（総務省）から、人材育成の目 
的、方策等を明確にした人材育成に関する基 
本方針を作成するよう指導されている。また、 
平成16年に地方公務員法が改正され、職員 
研修に関する基本的な方針を定めることが追 
加された。 
本市においては、職員の研修に関する規程 
はあるが、人材育成全般に関する方針はな 
い。 

国の指針を基本として本市独自の計画も盛り 
込んだ人材育成全般に係る基本方針（職種 
別の目指すべき職員像）を作成し、職員の資 
質と人材育成能力の向上を図る。 

実施 見直し 

2) - (3) - ③ -B 
職員派遣等について 
の基準作成 

人事課 
職員派遣等についての基準を作成 
し、適正な人事配置を行う。 

「公益法人等への一般職の地方公務員の派 
遣等に関する法律」に基づき、公共の福祉の 
増進に資することを目的に、市の事務又は事 
業と密接な関係を有し、かつ、市がその施策 
の推進を図るため人的援助を行う必要がある 
団体に対して、職員の派遣を行っている。 
また、職員のスキルアップを目的に、実務研 
修の一環として県へ職員派遣している。 

職員の派遣については、現行の法律におい 
て目的・派遣先団体等に係る明確な規定があ 
るので、改めて基準を作成する必要はないと 
考える。引き続き、適正な処理を行っていく。 
また、職員のスキルアップを目的とした県等へ 
の派遣については、現行どおり実務研修とい 
うかたちで継続する。併せて、民間活力を肌 
で感じ、そのノウハウを職員が身につけて行 
政実務に活かすべく、民間団体への実務研 
修としての派遣についても検討していく。 

検討 検討 

2) - (3) - ③ -C 
新たな人事評価制度 
の導入 

人事課 

職員の職務遂行能力や勤務実績を 
的確に把握し、人材活用、任用、人 
事配置及び給与等に活用する。併 
せて、公務の特性を踏まえながら能 
力・実績を重視した人事管理を行 
う。 

従来から実施している、配属や職務に対する 
自己申告制度及び上司による部下の評価制 
度に加え、平成18年度から新たに部下による 
上司の評価制度を導入した。 
これらは、人事異動における適材適所実現の 
ためには有効な制度といえるが、公務員制度 
改革大綱及び人事院勧告に基づく能力評価 
及び業績評価とは異なっている。 

個々の能力開発段階に応じた人材育成と並 
行して、公務員制度改革大綱による新たな公 
務員制度の主旨及び人事院勧告による能 
力・実績を重視した人事管理に沿った新たな 
人事評価制度を導入する。 
人材育成基本方針を作成後、各職種別の人 
事評価を検討し、平成21年度以降段階的に 
実施していく。 

検討 段階的に実施 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (3) 人事制度の改革　 ③ 人事育成体制の整備 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

2) - (4) - ① - A 

【再掲】 
公金収納対策の強化 
債権特別対策室の設 
置 

人事課 
債権特別対策室 

（新設） 

公金の滞納者に対する厳格かつ適 
正な滞納処分を実施することで、収 
納率の向上と市民負担の公平化を 
実現する。 

税の滞納者に対しては財産調査と差押えを 
実施している。その他の公金の滞納者ついて 
は督促状、電話及び家庭訪問等による催告 
のみで、いわゆる法的措置は行っていない。 

債権特別対策室を新設して、全ての公金の 
滞納状況を一元管理する。併せて、一定期 
間、一定金額以上の悪質滞納者に対し、財 
産調査と差押えを実施する。そして、インター 
ネット公売等積極的な競売による換価措置を 
行うことで、公金収納率の向上と市民負担の 
公平化を図る。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

2) - (4) - ① - B 
入札・契約を一元的に 
所掌する部署の設置 

監理室 
人事課 

地方自治法及び本市財務規則に 
基づいた適正な契約事務を実施す 
る。 

契約相手方の決定について、一般競争入札 
は実施していないが、平成18年度に「簡易公 
募型指名競争入札」を導入した。 
また、工事請負全般、業務委託の一部及び 
印刷製本の一部については、監理室におい 
て指名競争入札を実施しているが、その他の 
契約については、各課において見積り合せに 
よる随意契約を行っている。 
契約書の作成等事務遂行については、各課 
で行っている。 

地方自治法施行令第167条の2に規定する随 
意契約可能なものを除き、本市の締結する全 
ての契約について競争入札を実施できるよ 
う、入札事務及びそれに伴う業者登録事務等 
を一元的に所掌する部署を設置する。 
また、一般競争入札の導入について、電子入 
札の活用と合わせて検討する。 
更には、軽微な随意契約を除き、契約締結事 
務全般についても一元的に管理し、適正な事 
務遂行を実現する。 

準備 実施 継続 継続 継続 継続 

2) - (4) - ① - C 
水道局・下水道部門 
の統合（上下水道の一 
元管理） 

水道局 
下水道課 

水道局と下水道課を部門統合して 
一括管理することで、スケールメリッ 
トによる事務の効率化と、窓口の一 
本化による市民サービスの向上を 
実現する。 

水道事業、工業用水道事業は、公営企業法 
の全部適用により事業管理者による管理運営 
を行っている。一方、下水道事業は、公営企 
業法の一部適用（財務適用）により市長による 
管理運営を行っている。 

水道局と下水道課を部門統合して一括管理 
運営とすることで、事務の効率化に伴う人件 
費、物件費等経費の削減と、窓口の一本化に 
伴う市民の利便性向上を図る。水道事業、工 
業用水道事業及び下水道事業を全て公営企 
業法の全部適用として事業管理者による一括 
管理とするのか、下水道事業は現行の一部 
適用を継続し市長管理のまま事務を一括処 
理するのか等、詳細な内容及び実施時期等 
について、平成19年度以降検討していく。 

検討 検討 検討 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (4) 組織体制の改革　 ① 施策・事業の見直しと連動した柔軟な機構改革 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度



～H19 H20 H21 H22 H23 H24～ 

2) - (4) - ② -Ａ 
部門横断的な問題解 
決に対する体制づくり 

人事課 
企画課 

行政改革課 

複数の部署にまたがる行政課題に 
対し、部門横断的な連携体制を早 
急に整え、迅速かつ適切な対応を 
行う。 

縦割りの組織機構となっており、部門横断的 
に複数課で対応すべき行政課題に対し、主 
管となって関係課を調整する機能を有する部 
署がない。また、職員の意識面においても、 
従来からの縦割意識が根強く、複数課の連携 
体制による課題解決や、所管事務ではない 
プロジェクトなどへの参加等について、モチ 
ベーションが低い点は否めない。 
ただし例外として、災害緊急時における防災 
対策については、従来から緻密な役割分担と 
連携協力体制が確立している。 

社会経済情勢の変化や地方分権の推進に伴 
い、年々複雑かつ増大化する市民ニーズに、 
適切かつ迅速に対応することを目的に、縦割 
りの組織機構にとらわれず、部門横断的な連 
携協力体制を調整する機能を新設する。 
併せて、連携協力がスムーズに行われ最大 
限の効果を発揮できるよう、職員の意識改革 
にも取り組んでいく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

2) - (4) - ② -B 
災害等緊急時の防災 
体制の充実 

総務課 
消防本部 
関係各課 

災害等の緊急時に、行政として迅 
速かつ的確な対応ができる体制を 
瞬時に整える。 

緊急時に備え関係各課の役割分担と行動内 
容を、予め細部にわたり取り決めている。 
これに基づき、災害発生の際には、各人が統 
一された意識のもと適切に行動している。 

近年における自然災害の増大化や、生活スタ 
イルの変化等に伴う災害時の住民ニーズの 
多様化に対応するため、従来にもまして迅速 
かつ的確な防災体制を整えられるよう、職員 
意識の徹底と常日頃からの準備を充実させて 
いく。 

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

アクションプラン（行動計画） 
2) 社会経済情勢に対応した行財政運営システムの構築　 (4) 組織体制の改革　 ② 横軸連携型組織体制の構築 

整理番号 項　　　　目 所　管　部　署 あるべき姿（目標） 現　　　　　　　状 取　　組　　内　　容 
取　　組　　年　　度


